
◎電子委任状の普及の促進に関する法律 
（平成二九年六月一六日法律第六四号） 

一、提案理由（平成二九年五月三〇日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 電子委任状の普及の促進に関する法律案につきまして、その提案理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

政府では、高度情報通信ネットワーク社会の形成を目指し、ＩＣＴ利活用基盤を活用

しながら一気にＩＣＴ利活用を加速させるため、対面、書面原則を転換して、情報の電

磁的処理及び情報の高度な流通性の確保等を基本原則とし、ＩＣＴ利活用を最大限に推

進できるような制度への見直しを進めてきております。そのような中、情報通信ネット

ワーク上での契約の申し込みその他の手続に関し、当該手続を行おうとする者が正当な

権限を有していることを確認するための手段を確立することが課題となっております。 

このような背景を踏まえ、事業者が当該事業者の使用人その他の関係者に代理権を与

えた旨を表示する電磁的記録である電子委任状の普及を促進することとし、そのため、

電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状

取扱業務の認定の制度を設ける必要があることから、本法律案を提案することとした次

第であります。 

次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

第一に、主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本指針を定めることとし

ております。 

第二に、国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状

に関する理解を深めるよう努めるとともに、国及び地方公共団体は、みずからが一方の

当事者となる電子契約における他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進す

るために必要な施策の推進に努めることとしております。 

第三に、電子委任状取扱業務を営もうとする者は、当該電子委任状取扱業務が基本指

針に適合するものであることについて主務大臣の認定を受けることができることとし、

その認定に関する要件、認定を受けた者の義務及び表示に関する規定を整備しておりま

す。 

以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしております。 

以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成二九年六月二日） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本案は、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利



用した経済活動の促進を図るため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針に

ついて定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける等の措置を講じよう

とするものであります。 

本案は、去る五月二十九日本委員会に付託され、三十日高市総務大臣から提案理由の

説明を聴取し、昨日、質疑を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、御報告申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（平成二九年六月九日） 

○横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

本法律案は、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワーク

を利用した経済活動の促進を図るため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指

針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける等の措置を講じ

ようとするものであります。 

委員会におきましては、電子委任状の今後の活用分野及び期待される効果、電子委任

状に関するセキュリティーの確保策、マイナンバーカードの利活用推進との関係等につ

いて質疑が行われました。 

質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

以上、御報告申し上げます。 


